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 名古屋５００クロウズクラブ会員各位 
 
  先日、出光興産殿より当クラブの該社グランド使用後の不始末について強いお叱りを受けたことは

報告しました。 
 今までの自分たちが不誠意で身勝手な意識でいた事を謝罪し、今後我々の対応について、今回のお叱

りを真摯に受け止め誠実に対応すると約束し、これからもこの貴重なグランドを借していただけるよう

お願いしました。 その結果、今回については“使用停止”は回避してもらいました。  
その際当方にて該グランドの使用についてクラブ内規定として文書化し、今回の反省主旨を会員全員

に永く周知させるとしました。 
 
 現実今回の指摘は初めての事項ではなく、今までにも都度指摘されてきたことですし、継続的に守

れないことでもない内容です。 改めて規定化することへの抵抗感はありますが、今回、対出光グラン

ド使用というカスタムなケースとしてそれだけの題目として”出光グランド使用に関わる取り決め事項”

文書化しました。  
なお、今回設定を急ぎましたので、本文は前事務局代表の森さんの助言もいただきまた、役員間口頭

承諾にて設定しました。  
また、我々の今後の意志を示すためと出光社内規定に準拠させるために、出光興産殿には本内容を

提示するつもりです。 
会員各位には、今回の“騒動”について充分お考えいただき、 
今後の対応方よろしくお願い致します。 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  出光グランド使用に関わる取り決め事項 

 出光興産殿のご好意により、名古屋５００クロウズクラブに該社サッカーグランドの優先的使用を長

年認めていただいておりまた、出光興産殿内担当の方たちにて、常に良い環境を作っていただいている

ことへの感謝の気持ちを忘れることなく、常に誠実に借用させていただくことを旨とする。 

また、該社が災害対策及び安全に対して重要な拠点でもあることから、その対応には当クラブとして

最善の配慮に心がける。 

 

（１） 入構（入門） 

➀当日該社にサッカーグランドの使用を目的に入構できるのは、当クラブ会員および、該社 

発行の“乗入れ車両・施設利用者一覧表”に掲載されている人に限る。 

    ②事前に所定の車番登録のない車での入構はできない。 

      既登録車番に変更のある場合、速やかに事務局に連絡のこと。 

（なお、該社での有効登録は前月の２０日） 

    ③入門時間（通常は１２：００～１２：３０）を厳守のこと。 

    ④入門の際、門（守衛室前）に立つ入門管理担当者に、氏名を名乗り車番等の確認後、入門 

     証を受取る。  

    ⑤徒歩及び、登録車に同乗して入構する場合にも氏名登録をする。 

     

（２） 構内走行（該社 社内規定に準拠） 

➀構内運行中は制限速度を厳守しまた、タンクローリーの走行を優先する。 

②構内全域、車中と言えども禁煙 

③社内の音響機器（ラジオ、ＣＤ など）を切る。（構内緊急放送を聞き落さないため） 

 



（３） 駐車（該社 社内規定に準拠） 

➀指定の領域に駐車のこと。 

特に、グランド西側の駐車場にはいかなる場合にも駐車しないこと。 

      駐車の際、車頭を前向きに駐車する。（緊急時 即刻発進を可能とするため） 

    ②入門時に入手した入門証を外部より見えるように車内フロントガラス下に掲示する。 

         

（４）出構（出門） 

    ①グランド使用後、後始末を全員で行い、その後所定時刻までに一斉に出構退出する。 

 その際、外出門（守衛室）の前に立つ出門管理担当者に入門証を返却する。 

    ②一定時間外（中途）に出門を希望する際は、事前にその旨をクラス代表に（代表不在 

     の場合には事務局に）申し出て、中途退出の手続きを受ける。 

（降車の上、門守衛室に直接出向き名前、車番と退出時刻を報告記載し出門証を返却） 

 

（４）グランド使用 

    ①グランド使用後、使用者全員でピッチ、その他を整備する。 

      ・傷つけた芝面には芽土を捲く。 

      ・目立つ雑草、小石類を除去する。  など 

    ②グランド使用に当たり使った備品は使用前と同じ状態に整理整頓して戻す。 

      特に・ライン引きはレバーを”閉”の状態にする。 

        ・グランドに差し込んだフラッグ立ての土は払って所定位置に戻す。 

        ・それらの備品置き場の床面の汚れ（石灰粉など）は常に掃き除く 

        ・水場施設の周辺を整理、清掃の上、蛇口の閉栓を確認する。    など 

    ③石灰等の空になった袋は、当クラブにて持ち帰る。 

    ④個人で持ち込んだゴミは各自の責任で全て持ち帰る。 

    ⑤ベンチ内の床、テーブルなどに生もの（果物、ジュースなど）の果汁などを 

     溢した場合には、匂い、色の残らないようその部分に水洗いなどを施すこと。 

    ⑥構内全領域において禁煙。（施設内に喫煙域が有っても） 

 

  

（５）その他 

     当クラブに永くグランドを貸していただくことを該社各位より認めてもらえるよう 

に、当クラブ全員が誠意を持っていかなる小さなことにも配慮に心がける。 
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